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変更届の提出について
指定要件に関わる事項の変更は、変更届の提出が必要です。
変更届の提出にあたっては、次の点にご留意ください。

１ 変更後１０日以内に提出してください。（資料「変更届の提出書類一覧」参照）
※住所変更、人員変更等の届出に、漏れのないよう定期的なチェックをおこなってください。
※介護保険の訪問介護の提出とは別に、居宅介護等での提出が必要です。

２ 居宅介護員（ヘルパー）等の変更については、年１回以上の届出
を行ってください。時期については任意です。

３ 資格・実務経験が必要となる職種の人員変更にあたっては、
要件確認を確実に行ってください。
なお、要件については、以下の資料をご参照ください。

「障害者総合支援法におけるサービス提供責任者の要件等について（令和３年４月から） 」
「障害者総合支援法におけるホームヘルパー従事要件等について（令和３年４月から）」

(1) 実務経験証明書を提出する場合は、原本を提出してください。
やむを得ず写しを提出する際には、事業者の原本証明を付してください。
また、有資格者は資格証の写しを添付してください。
(2)  研修修了を要件とする職種については、修了証写しを添付してください。

４ 特定事業所加算を算定している場合、要件に該当しないこと
が判明したら、直ちに変更届を提出してください。
→ 加算の算定要件については、加算取得の届出後においても常に要件を
満たしている必要があります。

※なお、特定事業所加算の算定要件に関するチェックリストをホームページ
に掲載しているのでご活用ください。

【ホームページ上での掲載場所】
「東京都障害者サービス情報」＞＞書式ライブラリ＞＞Ａ【訪問系サービス】指定申請書・
変更届等（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度包括）＞＞５ 特定事業所
加算関連＞＞特定事業所加算チェックリスト

提出書類は、必ず控えを保管してください。

添付書類等の資料は、 「東京都障害者サービス情報」
書式ライブラリに掲載しています。

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/



(変更後、１０日以内に届出てください。加算の適用を受ける場合は前月の１５日までに提出をしてください。)　＊介護保険の訪問介護指定事業者は、介護保険の提出とは別に障害福祉サービスとして提出が必要です。

実務経験証明書

居宅介護
重度訪問介護

同行援護

変更事由／変更後内容を記載の必要書類 行動援護

1 ● ● ●

2 ● ●
●

（＊２）
●

3 ● ● ● ●

4 ● ● ● ●

5 ● ● ● ●

6 ● ● ● ●

7 ●
●

（＊２）
●

8 ● ● ● ● ●

9 ● ● ● ●
▲

（＊４）
● ● ● ●

11 ● ● ●

12 ● ● ●

13 ● ● ● ●

19 ● ● ● ● ●

20 ● ● ● ● ●

● ● ● ●
▲

（＊５）
● ●

●

（＊５）

● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

＊１　居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護（以下、訪問系事業）の居宅介護員等の変更については、年１回以上の届出（時期は任意）を行うこと。

＊２　訪問系事業者は写真を添付すること。ただし、介護保険法の居宅事業の指定を受けている場合は不要。

＊３　訪問系事業の従業者で、介護保険法訪問介護事業の従業者として兼務していない場合は裏面に記名捺印すること。

　　　 また、行動援護サービス提供責任者の場合は、知的障害者（児）、精神障害者の直接支援業務に３年以上（経過措置対象者は５年以上）従事したことがわかる実務経験証明書を添付すること。

　●変更届提出先　　　〒１６３－０７１８　　東京都新宿区西新宿２－７－１　新宿第一生命ビル１８階　公益財団法人東京都福祉保健財団　事業者支援部障害福祉事業者指定室（居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護）

　●必要書類／この他参考になる書類がありましたら添付してください。なお、収受印を押した変更届の写しを希望される場合は、変更届の写しと切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

管理者
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従業者 行動援護
従事者

行動援護従
業者養成研
修修了証明

書

条例
(公営事業所
のみ）

事業所の
平面図
設備・備品
リスト

そ
の
他

同行援護従業者の変更

行動援護従業者の変更

上記以外の従業員（＊１）

介護給付費等の請求に関する事項（地域生活支援拠点）

併設する施設がある場合の当該併設施設の概要

同一敷地内にある入所施設及び病院の概要

＊４　ヘルパー２級の場合は介護等の３年以上の実務経験がわかる実務経験証明書を添付すること。

＊５　同行援護従業者の要件については複数あるため、該当する場合に提出すること。行動援護従業者については必ず添付すること。

登記簿の謄本
又は条例等（当該事業に関するものに限る。）

事業所（施設）の平面図及び設備の概要

事業所（施設）の管理者の氏名及び住所

事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所

主たる対象者

運営規程
【居宅介護の内容、通常事業実施地域変更等】

介護給付費等体制等状況一覧

事業所（施設）の名称

事業所（施設）の所在地
＊電話・ＦＡＸ番号が変わった場合は必ず電話・Ｆ
ＡＸ番号も記載すること

申請者（設置者）の名称
【法人名変更】

主たる事務所の所在地
【法人本部・区市町村役所の移転】
＊電話・ＦＡＸ番号が変わった場合は必ず電話・Ｆ
ＡＸ番号も記載すること

代表者（設置者）の氏名及び住所

非該当誓約書事業所一覧（法人が運営する事業所が複数ある場合必要）

同行援護従
業者養成研
修一般課程
修了証明書

同行援護従
業者養成研
修応用課程
修了証明書

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書（様式第５号）

経歴書

資格免状の
写し

（＊３）

勤務体制表 運営規程

変更届の提出書類一覧　（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護）

変更届出書 付表１ 付表１－２（サテライトのみ）

登記簿謄本
（現在事項
全部証明)
*コピーでも

可



 

Ｅメールアドレス登録のお願い 

 

 

  東京都からの各通知や説明会の開催等については、東京都障害者サービス情報、郵送、

ＦＡＸ及びＥメール等によりお知らせしておりましたが、今後は東京都障害者サービス

情報及びＥメールを中心とした情報提供を行う予定です。 

各事業者（法人）におかれましては、障害者総合支援法に基づく情報公表制度用のＥ

メールアドレスを御報告いただいているところですが、東京都から各種お知らせをＥメ

ールにて案内するためには、別途事業所のＥメールアドレスを東京都へ御登録いただく

必要があります。 

まだ御登録いただいていない事業所におかれましては、Ｅメールアドレス登録票に必

要事項を記入の上、ＦＡＸにより送付いただきますようお願いいたします。 

なお、Ｅメールアドレス登録票は「東京都障害者サービス情報」のホームページから

ダウンロードいただけます。 

 

「東京都障害者サービス情報」  

＞ 「書式ライブラリー」  

＞ 「Ａ【訪問系サービス】指定申請書・変更届等（居宅介護・重度訪問介護・同行援

護・行動援護・重度包括）」 

＞ 「１ 指定申請書類（新規立上げ・事業追加） 」 

 

（ＵＲＬ） 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=079-002 

 

 

【問合せ先】 

東京都 福祉局 障害者施策推進部  

地域生活支援課 在宅支援担当 

TEL：０３－５３２０－４３２５  

FAX：０３－５３８８－１４０８ 

https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=079-002


《重要》『業務管理体制の届出』 について

【事業者（法人）で初めて障害者総合支援法に基づく事業所の指定を受けた場合】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　新規に業務管理体制の届出（第25号様式）が必要です

【すでに届出済みの場合】

　◆事業所が２以上の都道府県に所在することとなった場合　⇒　区分の変更届出（第25号様式）が必要です　　

　◆届出事項に変更がある場合（下記例）　⇒　業務管理体制の変更届出（第26号様式）が必要です

　　　・法人の名称、所在地、代表者氏名等及び、法令遵守責任者に変更があった場合

　　　・事業所数増により、整備すべき体制に変更があった場合

★届出様式と詳しい説明は「東京都障害者サービス情報」のホームページからダウンロードいただけます。

東京都障害者サービス情報　＞　書式ライブラリー　＞　Ｂ 業務管理体制の整備
（URL）https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspCatego.php?catid=057

※　届出先封筒添付用にご活用ください。（児童福祉法に基づく届出に関しては、届出先が異なります。）

 ---------------------------------------------✂キリトリ線--------------------------------------------- 

平成２４年４月１日から事業者（法人）は指定を受けた後、障害者総合支援法第５１条の２及び第５１条の３１の規定に基
づき『業務管理体制の届出』の提出が義務付けられました。（事業者単位の届出が必要です。）

〒１６３－８００１

新宿区西新宿２－８－１

東京都福祉局 障害者施策推進部

地域生活支援課 在宅支援担当 行

＜ 業 務 管 理 体 制 の 届 出 書 在 中 ＞

























質問の多い事項

１ 管理者やサービス提供責任者の兼務はどの範囲で可能？

(1) 管理者

常勤・専従。

同一事業所で実施する重度訪問介護・同行援護･行動援護事
業所の管理者との兼務は可能。それ以外は管理業務に支障が
ない場合に限り、当該事業所の従業者（サービス提供責任者・
居宅介護員）、または同一敷地内又は隣接している事業所など
での管理者又は従業者として兼務可能。

(2) サービス提供責任者

常勤・専従。原則として他事業との兼務不可。（※）

ただし、同一事業所の居宅介護員との兼務は可能。

また、同一事業所で実施する重度訪問介護・同行援護・行動援
護事業所のサービス提供責任者・居宅介護員との兼務は可能。

（※）例えば、同一事業所で実施する、居宅介護等事業のサービ
ス提供責任者と、一般相談支援・計画相談支援事業の相談支援
専門員とは原則として兼務不可。

なお、介護保険法の指定訪問介護事業所が同一の事業所において、併
せて居宅介護事業等を実施する場合については、 （１）管理者及び（２）
サービス提供責任者は人員の特例要件により両事業間の兼務が可能。

上記職種については、人員の異動がある都度、指定訪問介護と居宅介
護等事業でそれぞれ変更届が必要（届出先は別）

居宅介護員（ヘルパー）の変更は年１回以上の届出。



２ サービス提供責任者の配置基準の考え方は？

指定居宅介護、同行援護、行動援護事業所においては、
次のいずれかに該当する員数の配置が必要。

(1)月間延べサービス提供時間450時間又はその端数を増すごと
に１人以上

(2)当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに
１人以上

(3)当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに
１人以上

(4)(3)の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サ
ービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している事業所に
おいて、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあって
は、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は利用者の数が50人又は
その端数を増すごとに1人以上とすることができる。

※なお、（３）の基準を適用する際には、変更届出等に必要な書類に加え、
ホームページ掲載の「サービス提供責任者配置基準チェックシート」に必
要事項を記入の上、添付願います。
【ホームページ上での掲載場所】
「東京都障害者サービス情報」＞＞書式ライブラリ＞＞Ａ【訪問系サービス】指定申請書類・
変更届出等（居・重・同・行・重度包括）＞＞１ 指定申請書類（新規立上げ・事業追加）＞＞サービス
提供責任者配置基準チェックシート（利用者数）

また、介護保険法上の訪問介護事業における配置基準との違いに留意
が必要。（介護保険法においては（３）の基準のみ）

指定重度訪問介護事業所においては、次のいずれかに
該当する員数の配置が必要。

(1)月間延べサービス提供時間1000時間又はその端数を増す
ごとに１人以上

(2)当該事業所の従業者の数が20人又はその端数を増すごと
に１人以上

(3)当該事業所の利用者の数が10人又はその端数を増すごと
に１人以上

質問の多い事項



質問の多い事項
３ 常勤換算の計算方法について知りたい。

事業所従業者全体の4週間(≒1ヶ月)の勤務延べ時間数（障害

福祉サービス分）を、事業所で規定する常勤従業者の１週間の
勤務時間数で除したもの。

（例）常勤従業者１週間の勤務時間が40時間である事業所にお
いて、従業者の週平均の勤務時間合計が110時間の場合

110÷40＝2.75 ≒ 2.7（小数第二位以下切捨て）

４ 運営規程で定める「主たる対象者」以外の障害分野の
利用者から利用申し込みがあった。事業所としては受け
ることが出来ると考えているが、何か手続きが必要か。

また、「通常の事業の実施地域」以外からの利用申込
みについてはどうか。

事業所として、今後その障害分野を対象としていく場合は、「主
たる対象者」の変更について変更届の提出が必要。なお、運営
規程において「主たる対象者」として設定した障害種別の利用者
からの申込みについては、原則、応諾義務が生じる。

通常の事業の実施地域については、利用申込みに係る調整
等の観点からの目安であり、当該地域を越えてサービスを行うこ
とを妨げるものではない。なお、運営規程において「通常の事業
の実施地域」として設定した地域に居住地を有する利用者から
の申込みについては、原則、応諾義務が生じる。

【主たる対象者として特定できる障害種別（平成２６年４月対象拡大後）】

居宅介護 身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者

重度訪問介護 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者・加算対象者以外

同行援護 身体障害者・障害児・難病等対象者

行動援護 知的障害者・障害児・精神障害者・難病等対象者

※「特定無し」とした場合、原則、どの障害種別の方からの申込みも応諾義務が生じる。
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      （平成24年東京都条例第155号及び平成24年東京都規則第175号）

　
介
護
福
祉
士

　
実
務
者
研
修
修
了
者

養成研修修了者（各研修に相当する研修を含む） 　
そ
の
他

　
実
務
要
件

　
経
過
措
置

居宅介護

行動援護

重度訪問介護

同行援護

重度障害者等包括支援 相談支援専門員の資格を有し、３年の実務経験（注７）

　（注１）　平成１８年９月３０日までの間に従前の知的障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者を含む。

　（注３）　知的障害者（児）、精神障害者の直接支援業務に３年以上従事した者

　（注４）　令和６年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日において当該資格を有したうえで知的障害者（児）、精神障害者の直接支援業務に５年以上従事した者は、行動援護の
　　　　サービス提供責任者要件を満たしているものとする。

　（注５）　サービス提供職員のうち相当の知識と経験を有する者

　（注６）　同行援護従業者養成研修（一般課程・応用課程）の修了者

　（注２）　実務経験３年以上。（居宅介護については３０％減算）
　　　　　  なお、この取扱いは暫定的なものであることから、指定居宅介護事業者は、できる限り早期に、これに該当するサービス提供責任者に実務者研修を受講させ、又は介護福祉士
              の資格を取得させるよう努めなければならない。

　（注７）　重度障害者等包括支援の対象となる者に対する支援を行う事業所における実務経験が３年以上ある者

　【配置基準】　＊　次のうち、いずれかの低い方の基準を適用します。

　〔居宅介護・行動援護・同行援護〕

　①　当該事業所の従業員数が10人又はその端数を増すごとに1人配置

　②　当該事業所の月間の延べサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を除く。）が450時間又は450時間毎に1人配置

　③　当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増す毎に1人配置

　④　③の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している当該事業所において、

　　　　サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所の利用者の数が50人又はその端数を増す毎に1人配置

　〔重度訪問介護〕

　①　当該事業所の従業員数が20人又はその端数を増すごとに1人配置

  ③　当該事業所の利用者の数が10人又はその端数を増すごとに1人配置

　②　当該事業所の月間の延べサービス提供時間（事業所における待機時間や移動時間を除く。）が1,000時間又は1,000時間毎に1人配置

サービス種別

サービス提供責任者

障害者総合支援法におけるサービス提供責任者の要件等について（令和３年４月から）

サービス種別



　・指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものを定める件（平成18年9月29日厚生労働省告示第538号）

　・厚生労働大臣が定める者を定める件（平成18年9月29日厚生労働省告示第548号）
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２
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程

通院等介助
３０％減算
（注６）

通院等介助
１０％減算
（注６）

乗降介助 ○ ○ ○ １０％減算 ○ １０％減算 ○ １０％減算 ○ ○ １０％減算 １０％減算
１０％減算
（注６）

注７ 注７ 注７ 注７ 注７ 注５ 注５ 注７ 注７ 　 注５ 注７

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注９ 注９ 注９
１０％減

算
（注９）

注９
１０％減算
（注９） 注９ 注９ 注８ ○ 注９ 注９

１０％
減算
（注
９）

１０％
減算
（注
９）

注１１
１０％減

算

　（注７）　令和６年３月３１日までの間は、令和３年３月３１日において当該資格を有したうえで知的障害者（児）、精神障害者の直接支援業務に２年以上従事した者は、行動援護のヘルパー要件を満たしているものとする。

　（注８）　同行援護従業者養成研修（一般課程）に相当すると知事が認めた次の研修の修了者を含む。（平成２３年９月３０日において研修課程を修了した者及び同日において受講中の者が終了した場合に限る。）
              ア　都が指定した事業者が実施する視覚障害者移動支援従業者養成研修（平成１８年１０月以降開講）
              イ　都内区市町村が実施する視覚障害者移動支援従業者養成研修
              ウ　当該養成研修を実施した区域の道府県において、「それに相当すると知事が認めた研修」とされている研修
              エ　視覚障害者移動支援事業従業者資質向上研修（障害者自立支援対策臨時特例交付金に基づく基金事業）（平成２０年度以降開講）

　（注９）　視覚障害者・児の福祉に関する事業に直接処遇職員として１年以上従事した者。

　（注１０）　都では「東京都重度視覚障害者ガイドヘルパー養成研修」（平成１０～１４年度）、「東京都視覚障害者移動介護従業者養成研修（平成１５～１８年度）」

　（注１１）　「地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業に従事する盲ろう者向け通訳・介助員」が従事する場合は、令和6年3月31日までの間、同行援護従業者養成研修（一般課程）を修了したとみなす。
　　　　　　　１０％減算

　（注１）　平成１８年９月３０日までの間に従前の知的障害者外出介護従事者養成研修課程を修了した者を含む。

　（注２）　平成１８年９月３０日までの間に従前の日常生活支援従事者養成研修を修了した者を含む。居宅介護を行うことができるのは、区市町村がやむを得ないと認める場合

　（注３）　「みなし証明者」とは、支援費制度以前のサービス従事経験がある者で、必要な知識及び技術を有することを知事が証明した者

　（注４）　３時間以上の場合は、635単位に所要時間３時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数

　（注５）　知的障害者（児）、精神障害者の直接支援業務に１年以上従事した者

　（注６）　平成１８年９月３０日において、従来の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修を修了した者

重度障害者等包括支援 　　家族介護を不可・資格要件は設定しない。

　　　

行動援護

重度訪問介護

同行援護

○ ○ １０％減算 ○ １０％減算１０％減算 ○ １０％減算家事援助 ○ ○ ○ １０％減算 ○

○ ３０％減算 ３０％減算 　　　○
重度訪問の単価

（注４） ○
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サービス種別

サービス提供者

障害者総合支援法におけるホームヘルパー従事要件等について（令和３年４月から）



●同行援護事業所におけるサービス提供責任者資格要件
(下記(１)及び(２)に該当、又は(３)に該当する者)

（１）下記ア～オのいずれかの資格・研修要件を満たす者
ア 介護福祉士
イ 実務者研修の修了者
ウ 介護職員基礎研修の修了者
エ 居宅介護従業者養成研修１級課程修了者
オ 居宅介護職員初任者研修修了者（居宅介護従業者養成研修２級課程修
了者を含む。）であり、３年以上介護等の業務に従事した者

（２）同行援護従業者養成研修（一般課程※及び応用課程）を修了した者

（３）厚生労働大臣が定める従業者（平成１８年厚生労働省告示第５５６号）に定
める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科の教科を
履修した者又はこれに準ずる者

●同行援護事業所における従業者資格要件
(下記(４)、(５)、(６)のいずれかに該当する者)

（４）同行援護従業者養成研修（一般課程※）（それに相当すると都知事が認めた
研修を含む。）を修了した者

（５）居宅介護の従業者要件を満たす者（「東京都重度視覚障害者ガイドヘル
パー養成研修」（平成１０～１４年度）又は「東京都視覚障害者移動介護従業
者養成研修（平成１５～１８年度）」修了者を含む。）であって、視覚障害を有
す身体障害者等の福祉に関する事業（直接処遇職員に限る。）に１年以上
従事した経験を有する者

（６）厚生労働大臣が定める従業者（平成１８年厚生労働省告示第５５６号）に定
める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害者学科の教科を
履修した者又はこれに準ずる者

同行援護の従業者要件（R3.4～）

※令和６年３月３１日までの経過措置として、「地域生活支援事業におけ
る盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業に従事する盲ろう者向け通訳・介助
員」にあっては、同行援護従業者養成研修（一般課程）を修了した者とみ
なします。
令和６年３月３１日の経過措置終了までに、経過措置対象者が計画的に
同行援護従業者養成研修等を受講いただくよう、お願い致します。



２３福保障自第９０１号 

平成２３年９月２６日 

 

同行援護従業者養成研修に相当すると都知事が認めた研修について 
 

 平成２３年９月２２日厚生労働省告示第３３５号により改正された指定居宅介

護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働省告

示第５３８号）に規定する、同行援護従業者要件の同行援護従業者養成研修一般課

程に相当すると都知事が認めた研修、サービス提供責任者要件の同行援護従業者養

成研修課程のうち一般課程に相当すると都知事が認めた研修は、次のとおりとする。 

  なお、下記研修課程については、平成２３年９月３０日において研修課程を修了

した者、及び同日において受講中の者が修了した場合のみ対象となる。 
 

  ア 都が指定した事業者が実施する視覚障害者移動支援従業者養成研修課程 

（平成１９年度～） 
 

  イ 都内区市町村が実施する視覚障害者移動支援従業者養成研修 

    ※ ア以外で、区市町村において地域生活支援事業の移動支援事業の従業者

要件となる研修に限る。 

     例）文京区移動支援従業者養成研修 

台東区視覚ガイドヘルパー養成研修 

杉並区障害者ガイドヘルパー講座 

西東京市視覚障害者移動支援研修 
 

  ウ 当該養成研修を実施した区域の道府県において、「それに相当すると知事が

認めた研修」とされている研修 
 

 エ 視覚障害者移動支援事業従事者資質向上研修（障害者自立支援対策臨時特例

交付金に基づく基金事業）（平成２０年度～） 
 

※ ただし、ア、イについては、情報支援と情報提供、代筆・代読の基礎知識など、同行援

護従業者として必要な知識・技術等について、事業者において適宜研修等を行うこと。 

 

 



●行動援護事業所におけるサービス提供責任者資格要件
(下記(１)及び(３)に該当、又は（２）及び(３)に該当する者※)

（１）行動援護従業者養成研修課程修了者
（平成１８年９月３０日までの間に従前の知的障害者外出介護従事者養成研修課程を修了
した者を含む）

（２）強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）修了者

（３）知的障害者、知的障害児若しくは精神障害者の居宅介護等に３年以上従事した者

※ただし、（１）及び（３）、又は（２）及び（３）に該当しなくても、令和６年３月３１日までの経過措
置として、令和３年３月３１日において、下記Ａ及びＢに該当する者をサービス提供責任者の
資格要件を満たした者とみなします。（新たに資格を取得する者を除く。）
Ａ 下記ア～オのいずれかの資格・研修要件を満たす者
ア 介護福祉士
イ 実務者研修の修了者
ウ 介護職員基礎研修の修了者
エ 居宅介護従業者養成研修１級課程修了者
オ 居宅介護職員初任者研修修了者（居宅介護従業者養成研修２級課程修了者を含む）

Ｂ ５年以上知的障害者、知的障害児若しくは精神障害者の介護等の業務に従事した者

●行動援護事業所における従業者資格要件
(下記(４)及び(６)に該当、又は（５）及び(６)に該当する者※)

（４）行動援護従業者養成研修課程修了者
（平成１８年９月３０日までの間に従前の知的障害者外出介護従事者養成研修課程を修了
した者を含む）

（５）強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）修了者

（６）知的障害者、知的障害児若しくは精神障害者の居宅介護等に１年以上従事した者

※ただし、 (４)及び(６)、又は（５）及び(６)に該当しなくても、令和６年３月３１日までの経過措
置として、令和３年３月３１日において、下記Ｃ及びＤに該当する者を従業者の資格要件を
満たした者とみなします。（新たに資格を取得する者を除く。）
Ｃ 下記ア～オのいずれかの資格・研修要件を満たす者
ア 介護福祉士
イ 実務者研修の修了者
ウ 介護職員基礎研修の修了者
エ 居宅介護従業者養成研修１級課程修了者
オ 居宅介護職員初任者研修修了者（居宅介護従業者養成研修２級課程修了者を含む）

Ｄ ２年以上知的障害者、知的障害児若しくは精神障害者の介護等の業務に従事した者

行動援護の従業者要件（R3.4～）

令和６年３月３１日の経過措置終了までに、経過措置対象者が計画的に
行動援護従業者養成研修等を受講いただくようお願い致します。



特定相談支援事業の指定基準等について 

 

特定相談支援事業（※１）の指定基準上必要な人員、設備基準の概要は、以下の表のとおりとな

ります。なお、特定相談支援事業の指定申請の窓口は、事業所所在地の区市町村となります。 

職種 勤務形態 資格要件 人数 

人

員

基

準 

管理者 

原則、専従。 

ただし、管理業務に

支障がない範囲で兼

務可能な場合有り 

なし １人 

相談支援専門員 

原則、専従。 

ただし、指定計画相

談支援の業務に支障

がない範囲で兼務可

能な場合有り（※２） 

以下の（１）研修要件と（２）実務要件

のいずれも満たすことが必要 

（詳細は別紙参照） 

 

（１） 研修要件 

（① 又は②のいずれかに該当するこ

と） 

①相談支援従事者初任者研修を修了

した者 

②上記①を修了した年度の翌年度を

初年度とする同年度以降の５年度ご

との各年度の末日までに、相談支援従

事者現任研修（又は相談支援従事者主

任研修）を修了した者 

 

（２）実務経験 

障害者の直接支援業務及び相談支援

業務に３～１０年従事した実務経験 

１人以上

（※３） 

設

備

基

準 

事務室 事業の運営を行うために必要な面積を有する事務室 

受付等のスペース 
資料申込みの受付、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適

切なスペース 

設備及び備品 必要な設備及び備品（例えば、鍵付き書庫、パソコン等） 

※１「特定相談支援事業」とは、基本相談支援および計画相談支援（サービス利用支援及び継続

サービス利用支援）のいずれも行う事業をいいます。                                                

※２ 相談支援専門員が他の職務を兼務しようとする場合には、兼務先の職務の人員基準上、兼

務可能である必要があります。 

※３ 1か月平均の利用者数が 35件に対して 1人を標準とし、利用者の数が 35件又はその端

数を増すごとに増員することが望ましいとされています。 

【参考】 
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相談支援専門員の要件 

 

相談支援専門員は、障害特性や障害者の生活実態に関する詳細な知識と経験が必要であること

から、①相談支援従事者研修の受講と②実務経験（３年、５年、１０年）を要件とします。  

 

①【要件１】相談支援従事者研修の受講 

実務経験を有する者は、都道府県等の実施する相談支援従事者研修を受講し、相談支援専門

員になることができます。  

◆ 初めて相談支援専門員の資格を取得する方  

ア 都道府県が実施する「相談支援従事者初任者研修」を受講します。  

イ 講義２日と演習５日（演習の間に実習を含む）の合計７日間の全課程を修了する必要 

があります。  

ウ 修了後、初任者研修修了証を発行します。  

◆ 過去に初任者研修を受講し、現に相談支援事業所に従事している方  

ア 都道府県が実施する「相談支援従事者現任研修」を５年に１回受講することで、相  

談支援専門員の資格を継続できます。  

イ 講義１日と演習３日（演習の間に実習を含む）の合計４日間の全課程を修了する必要

があります。 

※ 「相談支援従事者主任研修」（5日間課程）を修了した場合、「相談支援従事者現任 

研修」を修了したものとみなします。 

 

②【要件２】実務経験（３年、５年、１０年） 以下のとおり 

※ H24.3.30 厚生労働省告示第 227 号 ｢指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの｣

の要約（令和元年９月１０日厚生労働省告示第１１３号改正現在） 

① 第１の期間が通算して３年以上である者 

② 第２、第３、第５及び第６の期間が通算して５年以上である者 

③ 第４の期間が通算して１０年以上である者 

④ 第２から第６までの期間が通算して３年以上かつ第７の期間が通算して５年以上である者 

※ ３年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が通算して３年以上であり、かつ当該業務   

に従事した日数が５４０日以上 

 

（実務経験となる業務） 

第１ 平成 18 年 10 月１日において現にイ又はロに掲げる者が、平成 18 年９月 30 日まで

の間に、イ又はロに掲げる者として相談支援の業務（身体上若しくは精神上の障害がある

こと又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する

相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務）その他これに準ずる業務に従事した期

間 

イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者 

ロ 精神障害者地域生活支援センターの従業者 



【別紙】 

第２ イからニに掲げる者が、相談支援の業務その他これに準ずる業務に従事した期間 

 イ 障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業その他これら

に準ずる事業の従事者 

  ロ 児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、知的障害者更

生相談所、福祉事務所、保健所、市町村役場その他これらに準ずる施設の従業者 

ハ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、厚

生施設、介護老人保健施設その他これらに準ずる施設の従事者又はこれに準ずる者 

ニ 保険医療機関の従業者又はこれに準ずる者（社会福祉主事任用資格者、ホームヘルパー養

成研修２級課程相当の研修の修了者、第７に掲げる資格を有する者、又は第２のイからハに

掲げる従事者及び従業者の期間が１年以上の者に該当する者） 

 

第３ イからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等（※１）が、介護等の業務（身

体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、

排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指

導を行う業務に従事した期間 

イ 障害者支援施設、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、

身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、精神障害者社会復帰施設、知的障害者デ

イサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮、知

的障害者福祉ホーム、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床その

他これらに準ずる施設の従業者 

  ロ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業その他これらに準ず

る事業の従事者又はこれに準ずる者 

  ハ 保険医療機関又は保険薬局、訪問看護事業所その他これらに準ずる施設の従業者 

 

第４ 第３のイからハに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が、介護等の

業務に従事した期間 

 

第５ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおいて、相談支援の業務その他

これに準ずる業務に従事した期間 

 

第６ 特別支援学校、盲学校、聾学校及び養護学校その他これらに準ずる機関において、障害

のある児童及び生徒の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間 

 

第７ 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法

士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん

摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む。）又は

精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間 

 

※１ 社会福祉主事任用資格者等：社会福祉主事任用資格を有する者、介護職員初任者研修（訪

問介護員２級以上）に相当する研修を修了した者、保育士、児童指導員任用資格者、精神

障害者社会復帰指導員任用資格者 


